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新 旧 

Ⅰ 基本事項 

１．特定個人情報ファイルを取り扱う事務 

 ①事務の名称 （略） 

 ②事務の内容 

・地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に

よる地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調査を含

む。）に関する事務であって主務省令で定めるもの 

・地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税の賦課徴収

又は地方法人特別税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する

事務 

 

１．納税者からの申告及び届出等による課税業務（個人事業税、不動産取

得税、自動車税等) 

２．収納及び課税の情報による収納、還付、充当等を行う収納管理業務 

３．滞納者情報による催告書等送付や滞納整理を行う滞納整理業務 

４．納税者のあて名情報の管理を行うあて名管理業務 

 

①納税者から提出される個人番号が記載された申告書等を受け付け、確認

を行う。 

②関係機関等からの情報により個人番号が記載された申告書等の確認を

行う。 

③必要に応じて納税者や申告書等の内容について調査を行う。 

④①～③により課税した内容について、納税者に納税通知書を送付する。 

⑤①～③により決定した減免決定について、納税者に減免決定通知書等を

送付する。 

⑥納税者が納付書等により納付したことについて、金融機関からの領収済

通知書等により確認する。 

 

 

Ⅰ 基本事項 

１．特定個人情報ファイルを取り扱う事務 

 ①事務の名称 （略） 

②事務の内容 

・地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に

よる地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調査を含

む。）に関する事務であって主務省令で定めるもの 

・地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税の賦課徴収

又は地方法人特別税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する

事務 

 

１．納税者からの申告及び届出等による課税業務（個人事業税、不動産取

得税、自動車税等) 

２．収納及び課税の情報による収納、還付、充当等を行う収納管理業務 

３．滞納者情報による催告書等送付や滞納整理を行う滞納整理業務 

４．納税者のあて名情報の管理を行うあて名管理業務 

 

①納税者から提出される          申告書等を受け付け、確認

を行う。 

②関係機関等からの情報により          申告書等の確認を

行う。 

③必要に応じて納税者や申告書等の内容について調査を行う。 

④①～③により課税した内容について、納税者に納税通知書を送付する。 

⑤①～③により決定した減免決定について、納税者に減免決定通知書等を

送付する。 

⑥納税者が納付書等により納付したことについて、金融機関からの領収済

通知書等により確認する。 
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⑦納付額が課税額より多い場合は、納税者に還付充当通知書の送付と超過

額の還付を行う。 

⑧納税者からの個人番号が記載された納税証明書交付請求書を受け付け、

確認を行う。 

⑨⑧に係る納税証明書を納税者に交付する。 

⑩納税者からの納付がない場合や納付額が課税額より少ない場合は、納税

者に督促状を送付する。 

⑪（⑫）督促した納税者から納付がない場合や納付額が課税額より少ない

場合は、催告書の送付や滞納整理を行う。 

※ 「（別添1）事務の内容」を参照 
 

 ③対象人数 （略） 

 
２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム （略） 

 
３．特定個人情報ファイル名 （略） 

 
４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由 （略） 

 
５．個人番号の利用 （略） 

 
６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 （略） 

 
７．評価実施期間における担当部署 （略） 

 
８．その他評価実施機関 （略） 

 
 
 
 
 
 

 

⑦納付額が課税額より多い場合は、納税者に還付充当通知書の送付と超過

額の還付を行う。 

⑧納税者からの          納税証明書交付請求書を受け付け、

確認を行う。 

⑨⑧に係る納税証明書を納税者に交付する。 

⑩納税者からの納付がない場合や納付額が課税額より少ない場合は、納税

者に督促状を送付する。 

⑪（⑫）督促した納税者から納付がない場合や納付額が課税額より少ない

場合は、催告書の送付や滞納整理を行う。 

※ 「（別添1）事務の内容」を参照 
 
③対象人数 （略） 
 

２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム （略） 

 
３．特定個人情報ファイル名 （略） 

 

４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由 （略） 

 
５．個人番号の利用 （略） 

 
６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 （略） 

 
７．評価実施期間における担当部署 （略） 

 
８．その他評価実施機関 （略） 
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（別添１）事務の内容 

 

（別添１）事務の内容 
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Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 

１．特定個人情報ファイル名 （略） 

２．基本情報 （略） 

３．特定個人情報の入手・使用 （略） 

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託  

委託の有無 

  ［  委託する  ］ 

  

    （     ６） 件 

 
委託事項１～委託事項４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 

１．特定個人情報ファイル名 （略） 

２．基本情報 （略） 

３．特定個人情報の入手・使用 （略） 

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託  

委託の有無 

  ［  委託する  ］ 

  

    （     ４） 件 

 
委託事項１～委託事項４ （略） 
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委託事項５ 
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委託事項６ 

 
 
 

５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。） （略） 

６．特定個人情報の保管・消去 （略） 

７．備考 （略） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。） （略） 

６．特定個人情報の保管・消去 （略） 

７．備考 （略） 
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（別添２）特定個人情報ファイル記録項目 

＜税務システムデータベースファイル（現行）＞  （略） 

 

＜税務システムデータベースファイル（新）＞ 

 

（別添２）特定個人情報ファイル記録項目 

 ＜税務システムデータベースファイル（現行）＞  （略） 
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Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 （略） 

Ⅳ その他のリスク対策 （略） 

Ⅴ 開示請求、問合せ （略） 

Ⅵ 評価実施手続 （略） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 （略） 

Ⅳ その他のリスク対策 （略） 

Ⅴ 開示請求、問合せ （略） 

Ⅵ 評価実施手続 （略） 

 


